
議第１８５号 

呉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について 

呉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

呉市スポーツ施設条例（平成１７年呉市条例第１１８号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第１０条，第１１条関係） 別表第１（第１０条，第１１条関係） 

呉市二河野球場使用料 呉市二河野球場使用料 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 野 球

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

２，４

００円 

１，２

００円 

１２，

０００

円 

  野 球

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

２，８

８０円 

１，４

４０円 

１４，

４００

円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

９，６

００円 

４，８

００円 

４８，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１１，

５２０

円 

５，７

６０円 

５７，

６００

円 

 

 練習使用 １，２

００円 

６００

円 

２，４

００円 

  練習使用 １，４

４０円 

７２０

円 

２，８

８０円 

 

備考 略 備考 略 

２ 附属施設使用料 ２ 附属施設使用料 

 施設名 単位 使用料   施設名 単位 使用料  

 会議室 １時間まで

ごとに 

８００円   会議室 １時間まで

ごとに 

５６０円  



 本部席 １時間まで

ごとに 

２００円   本部席 １時間まで

ごとに 

１４０円  

 放送室 １時間まで

ごとに 

２００円   放送室 １時間まで

ごとに 

１４０円  

 記者室 １時間まで

ごとに 

２００円   記者室 １時間まで

ごとに 

１４０円  

備考 略 備考 略 

３ 略 ３ 略 

別表第２（第１０条，第１１条関係） 別表第２（第１０条，第１１条関係） 

呉市二河公園多目的グラウンド使用料 呉市二河公園多目的グラウンド使用料 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

 施設名 単位 一般 高校生

以下 

  施設名 単位 一般 高校生

以下 

 

 グラウンド

（全面） 

１時間

までご

とに 

６００

円 

３００

円 

  グラウンド

（全面） 

１時間

までご

とに 

７２０

円 

３６０

円 

 

 グラウンド

（２分の１

面） 

１時間

までご

とに 

３００

円 

１５０

円 

  グラウンド

（２分の１

面） 

１時間

までご

とに 

３６０

円 

１８０

円 

 

  略    略  

２ 略 ２ 略 

別表第１２の３（第１０条，第１１条関係） 別表第１２の３（第１０条，第１１条関係） 

 呉市渡子多目的グラウンド使用料   呉市渡子多目的グラウンド使用料  

 施設名 単位 一般 高校生以

下 

  施設名 単位 一般 高校生以

下 

 

 グラウ

ンド（全

面） 

１時間ま

でごとに 

４００円 ２００円   グラウ

ンド（全

面） 

１時間ま

でごとに 

４８０円 ２４０円  

別表第１４（第１０条，第１１条関係） 別表第１４（第１０条，第１１条関係） 

 呉市蒲刈グラウンド使用料   呉市蒲刈グラウンド使用料  

 １ 施設使用料   １ 施設使用料  

 施設名 単位 一般 高校

生以

下 

  施設名 単位 一般 高校

生以

下 

 

 グラウンド

（全面） 

１時間まで

ごとに 

３０

０円 

１５

０円 

  グラウンド

（全面） 

１時間まで

ごとに 

２４

０円 

１２

０円 

 

 ２ 略   ２ 略  

別表第１５（第１０条，第１１条関係） 別表第１５（第１０条，第１１条関係） 

呉市体育館使用料 呉市体育館使用料 

１ 施設使用料（専用使用） １ 施設使用料（専用使用） 



 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

２，４

００円 

１，２

００円 

４，８

００円 

  競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

２，８

８０円 

１，４

４０円 

５，７

６０円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

７，２

００円 

３，６

００円 

４８，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

８，６

４０円 

４，３

２０円 

５７，

６００

円 

 

 サブ

コー

ト 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

４００

円 

２００

円 

８００

円 

  サブ

コー

ト 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

４８０

円 

２４０

円 

９６０

円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，２

００円 

６００

円 

８，０

００円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，４

４０円 

７２０

円 

９，６

００円 

 

備考 略 備考 略 

２ 施設使用料（競技場フロアーのアマチ

ュアスポーツの練習使用） 

２ 施設使用料（競技場フロアーのアマチ

ュアスポーツの練習使用） 

 施設名 単位 一般 高校生以

下 

  施設名 単位 一般 高校生以

下 

 



 競技場

フロア

ー（２分

の１面） 

１時間ま

でごとに 

５００円 ２５０円   競技場

フロア

ー（２分

の１面） 

１時間ま

でごとに 

６００円 ３００円  

 競技場

フロア

ー（４分

の１面） 

１時間ま

でごとに 

２５０円 １３０円   競技場

フロア

ー（４分

の１面） 

１時間ま

でごとに 

３００円 １５０円  

３ 附属施設使用料 ３ 附属施設使用料 

 施設名 単位 使用料   施設名 単位 使用料  

 １０１室 １時間ま

でごとに 

２００円   １０１室 
 

１時間ま

でごとに 

１６０円  

 １０２室 １時間ま

でごとに 

２００円   １０２室 
 

１時間ま

でごとに 

１６０円  

 １０３室 １時間ま

でごとに 

２００円   １０３室 
 

１時間ま

でごとに 

１６０円  

 １０４室 １時間ま

でごとに 

２００円   １０４室 
 

１時間ま

でごとに 

１６０円  

 ２０１室 １時間ま

でごとに 

４００円   ２０１室 
 

１時間ま

でごとに 

３２０円  

 ２０２室 １時間ま

でごとに 

３００円   ２０２室 
 

１時間ま

でごとに 

２１０円  

 ２０３室 １時間ま

でごとに 

３００円   ２０３室 
 

１時間ま

でごとに 

２１０円  

 ２０４室 １時間ま

でごとに 

３００円   ２０４室 
 

１時間ま

でごとに 

２１０円  

 

 略 
  

 略 
 

    

 ２階ロ

ビー（ギ

ャラリ

ー） 

一般 １時間ま

でごとに 

５００円   ２階ロ

ビー（ギ

ャラリ

ー） 

一般 １時間ま

でごとに 

４００円  

  高校生以

下 

１時間ま

でごとに 

２５０円    高校生以

下 

１時間ま

でごとに 

２００円  

４ 略 ４ 略 

別表第１７（第１０条，第１１条関係） 別表第１７（第１０条，第１１条関係） 

呉市昭和体育館使用料 呉市昭和体育館使用料 



１ 施設使用料 １ 施設使用料 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

５００

円 

２５０

円 

１，０

００円 

  競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

６００

円 

３００

円 

１，２

００円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，５

００円 

７５０

円 

１０，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，８

００円 

９００

円 

１２，

０００

円 

 

備考 略 備考 略 

２ 附属施設使用料 ２ 附属施設使用料 

 施設名 単位 使用料   施設名 単位 使用料  

 ミーティン

グルーム 

１回につき ２００円   ミーティン

グルーム 

１回につき １４０円  

別表第１８（第１０条，第１１条関係） 別表第１８（第１０条，第１１条関係） 

呉市警固屋体育館使用料 呉市警固屋体育館使用料 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

 施設

名 

区分 
１時間までごとに 

  施設

名 

区分 
１時間までごとに 

 

   アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

    アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

  

一般 
高校生

以下 

  

一般 
高校生

以下 



 競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

５００

円 

２５０

円 

１，０

００円 

  競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

６００

円 

３００

円 

１，２

００円 

 

      

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，５

００円 

７５０

円 

１０，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，８

００円 

９００

円 

１２，

０００

円 

 

２ 附属施設使用料 ２ 附属施設使用料 

 施設名 単位 使用料   施設名 単位 使用料  

 ミーティン

グルーム 

１回につき ２００円   ミーティン

グルーム 

１回につき １４０円  

別表第１９（第１０条，第１１条関係） 別表第１９（第１０条，第１１条関係） 

呉市総合体育館使用料 呉市総合体育館使用料 

１ 施設使用料（メインアリーナ） １ 施設使用料（メインアリーナ） 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 メイ

ンア

リー

ナ（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない 

５，８

００円 

２，９

００円 

１１，

６００

円 

  メイ

ンア

リー

ナ（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない 

６，９

６０円 

３，４

８０円 

１３，

９２０

円 

 

  場合      場合     

  ２ 入

場料

の類

を徴 

１７，

４００

円 

８，７

００円 

１１

６，０

００円 

  ２ 入

場料

の類

を徴 

２０，

８８０

円 

１０，

４４０

円 

１３

９，２

００円 

 



 収す

る場

合 

   収す

る場

合 

   

備考 略 備考 略 

２ 施設使用料（サブアリーナ） ２ 施設使用料（サブアリーナ） 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 サブ

アリ

ーナ

（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

１，９

００円 

９５０

円 

３，８

００円 

  サブ

アリ

ーナ

（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

２，２

８０円 

１，１

４０円 

４，５

６０円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

５，７

００円 

２，８

５０円 

３８，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

６，８

４０円 

３，４

２０円 

４５，

６００

円 

 

備考 略 備考 略 

３ 施設使用料（武道場） ３ 施設使用料（武道場） 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

     る場合       る場合  

 武 道

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

１，９

００円 

９５０

円 

３，８

００円 

  武 道

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

２，２

８０円 

１，１

４０円 

４，５

６０円 

 



 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

５，７

００円 

２，８

５０円 

３８，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

６，８

４０円 

３，４

２０円 

４５，

６００

円 

 

４ 略 ４ 略 

５ 附属施設使用料（トレーニングルーム） ５ 附属施設使用料（トレーニングルーム） 

 単位 使用料   単位 使用料  

 一人１回につき ５００円   一人１回につき ６００円  

６ 略 ６ 略 

別表第２１（第１０条，第１１条関係） 別表第２１（第１０条，第１１条関係） 

呉市倉橋体育館使用料 呉市倉橋体育館使用料 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴 

７００

円 

３５０

円 

１，４

００円 

  競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴 

８４０

円 

４２０

円 

１，６

８０円 

 

 収し

ない

場合 

 収し

ない

場合 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

２，１

００円 

１，０

５０円 

１４，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

２，５

２０円 

１，２

６０円 

１６，

８００

円 

 

備考 略 備考 略 

２ 附属施設使用料 ２ 附属施設使用料 

 施設名 単位 使用料   施設名 単位 使用料  



 会議室１ １時間まで

ごとに 

４００円   会議室１ １時間まで

ごとに 

２８０円  

 会議室２ １時間まで

ごとに 

３００円   会議室２ １時間まで

ごとに 

２４０円  

  略    略  

備考 略 備考 略 

別表第２３（第１０条，第１１条関係） 別表第２３（第１０条，第１１条関係） 

呉市安浦体育館使用料 呉市安浦体育館使用料 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

７００

円 

３５０

円 

１，４

００円 

  競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

８４０

円 

４２０

円 

１，６

８０円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

２，１

００円 

１，０

５０円 

１４，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

２，５

２０円 

１，２

６０円 

１６，

８００

円 

 

 

備考 略 備考 略 

別表第２５（第１０条，第１１条関係） 別表第２５（第１０条，第１１条関係） 

呉市スポーツ会館使用料 呉市スポーツ会館使用料 

１ 施設使用料（宿泊施設） １ 施設使用料（宿泊施設） 

 区分 宿泊料（一人１泊

につき） 

  区分 宿泊料（一人１泊

につき） 

 

 高校生以下の団体 ６００円   高校生以下の団体 ７２０円  

 一般の団体 １，８００円   一般の団体 ２，１６０円  

備考 略 備考 略 

２ 施設使用料（体育館） ２ 施設使用料（体育館） 



 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

５００

円 

２５０

円 

１，０

００円 

  競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

６００

円 

３００

円 

１，２

００円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，５

００円 

７５０

円 

１０，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，８

００円 

９００

円 

１２，

０００

円 

 

３ 施設使用料（談話室） ３ 施設使用料（談話室） 

 単位 使用料   単位 使用料  

 １時間までごとに ４００円   １時間までごとに ２８０円  

備考 略 備考 略 

別表第２６（第１０条，第１１条関係） 別表第２６（第１０条，第１１条関係） 

呉市二河屋内練習場使用料 呉市二河屋内練習場使用料 

１～２ 略 １～２ 略 

３ 附属施設使用料 ３ 附属施設使用料 

 施設名 単位 使用料   施設名 単位 使用料  

 会議室 １時間まで

ごとに 

４００円   会議室 １時間まで

ごとに 

２８０円  

４ 略 ４ 略 

別表第３２（第１０条，第１１条関係） 別表第３２（第１０条，第１１条関係） 

呉市営温水プール使用料 呉市営温水プール使用料 

１ 略 １ 略 

２ 附属施設使用料 ２ 附属施設使用料 

 施設名 単位 使用料   施設名 単位 使用料  

 会議室 １時間まで

ごとに 

２００円   会議室 １時間まで

ごとに 

１６０円  



３ 略 ３ 略 

別表第３３（第１０条，第１１条関係） 別表第３３（第１０条，第１１条関係） 

呉市川尻温水プール使用料 呉市川尻温水プール使用料 

１ 略 １ 略 

２ 附属施設使用料 ２ 附属施設使用料 

 施設名 単位 一般 高校

生以

下 

  施設名 単位 一般 高校

生以

下 

 

 エアロビク

ススタジオ 

１時間まで

ごとに 

７０

０円 

３５

０円 

  エアロビク

ススタジオ 

１時間まで

ごとに 

８４

０円 

４２

０円 

 

 会議室 １時間まで

ごとに 

２００円   会議室 １時間まで

ごとに 

２４０円  

３ 略 ３ 略 

別表第３４（第１０条，第１１条関係） 別表第３４（第１０条，第１１条関係） 

呉市くらはし温水プール使用料 呉市くらはし温水プール使用料 

１ 略 １ 略 

２ 附属施設使用料 ２ 附属施設使用料 

 施設名 単位 使用料   施設名 単位 使用料  

 トレーニン

グルーム 

一人１回に

つき 

３００円   トレーニン

グルーム 

一人１回に

つき 

３６０円  

備考 略 備考 略 

別表第３６（第１０条，第１１条関係） 別表第３６（第１０条，第１１条関係） 

呉市大浦崎スポーツセンター使用料 呉市大浦崎スポーツセンター使用料 

１ 施設使用料（大浦崎体育館） １ 施設使用料（大浦崎体育館） 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

５００

円 

２５０

円 

１，０

００円 

  競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

６００

円 

３００

円 

１，２

００円 

 



  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，５

００円 

７５０

円 

１０，

０００

円 

   ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，８

００円 

９００

円 

１２，

０００

円 

 

備考 略 備考 略 

２ 施設使用料（大浦崎会館） ２ 施設使用料（大浦崎会館） 

 施設名 単位 一般 高校

生以

下 

  施設名 単位 一般 高校

生以

下 

 

 大広間 １時間まで

ごとに 

６０

０円 

３０

０円 

  大広間 １時間まで

ごとに 

４２

０円 

２１

０円 

 

 研修室 １時間まで

ごとに 

３０

０円 

１５

０円 

  研修室 １時間まで

ごとに 

２１

０円 

１１

０円 

 

 研修室１

（和室） 

１時間まで

ごとに 

３０

０円 

１５

０円 

  研修室１

（和室） 

１時間まで

ごとに 

２１

０円 

１１

０円 

 

 研修室２

（和室） 

１時間まで

ごとに 

３０

０円 

１５

０円 

  研修室２

（和室） 

１時間まで

ごとに 

２１

０円 

１１

０円 

 

３ 施設使用料（大浦崎キャンプ場） ３ 施設使用料（大浦崎キャンプ場） 

 単位 使用料   単位 使用料  

 一人１日につき ２００円   一人１日につき ２４０円  

４ 施設使用料（大浦崎グラウンド） ４ 施設使用料（大浦崎グラウンド） 

 単位 一般 高校生以

下 

  単位 一般 高校生以

下 

 

 １時間までごとに ４００円 ２００円   １時間までごとに ２８０円 １４０円  

５ 略 ５ 略 

６ 施設使用料（大浦崎ゲートボール場） ６ 施設使用料（大浦崎ゲートボール場） 

 単位 使用料   単位 使用料  

 １面１時間までご

とに 

４００円   １面１時間までご

とに 

２８０円  

７～８ 略 ７～８ 略 

別表第３７（第１０条，第１１条関係） 別表第３７（第１０条，第１１条関係） 

呉市蒲刈Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 呉市蒲刈Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 

１ 施設使用料（体育館） １ 施設使用料（体育館） 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 



 競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

５００

円 

２５０

円 

１，０

００円 

  競 技

場（全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

６００

円 

３００

円 

１，２

００円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，５

００円 

７５０

円 

１０，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，８

００円 

９００

円 

１２，

０００

円 

 

２～４ 略 ２～４ 略 

別表第３８（第１０条，第１１条関係） 別表第３８（第１０条，第１１条関係） 

 呉市豊スポーツセンター使用料   呉市豊スポーツセンター使用料  

 １ 施設使用料（体育館）   １ 施設使用料（体育館）  

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

  アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

  一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 競 技

場

（ 全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

３００

円 

１５０

円 

６００

円 

  競 技

場

（ 全

面） 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

３６０

円 

１８０

円 

７２０

円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

９００

円 

４５０

円 

６，００

０円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

１，０

８０円 

５４０

円 

７，２０

０円 

 



 ２ 施設使用料（ニュースポーツ館）   ２ 施設使用料（ニュースポーツ館）  

 単位 一般 高校

生以

下 

  単位 一般 高校

生以

下 

 

 
１時間までごとに 

３０

０円 

１５

０円 

  
１時間までごとに 

３６

０円 

１８

０円 

 

 ３ 施設使用料(グラウンド)   ３ 施設使用料(グラウンド)  

 

単位 一般 

高校

生以

下 

  

単位 一般 

高校

生以

下 

 

 
１時間までごとに 

３０

０円 

１５

０円 

  
１時間までごとに 

２１

０円 

１１

０円 

 

 ４ 略   ４ 略  

別表第３９（第１０条，第１１条関係） 別表第３９（第１０条，第１１条関係） 

呉市総合スポーツセンター使用料 呉市総合スポーツセンター使用料 

１ 施設使用料（専用使用） １ 施設使用料（専用使用） 

 施設

名 

区分 １時間までごとに   施設

名 

区分 １時間までごとに  

 アマチュアス アマチ   アマチュアス アマチ  

   ポーツに使用

する場合 

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

    ポーツに使用

する場合 

ュアス

ポーツ

以外に

使用す

る場合 

 

 一般 高校生

以下 

  一般 高校生

以下 

 

 陸 上

競 技

場 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

２，０

００円 

１，０

００円 

４，０

００円 

  陸 上

競 技

場 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

２，４

００円 

１，２

００円 

４，８

００円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

６，０

００円 

３，０

００円 

４０，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

７，２

００円 

３，６

００円 

４８，

０００

円 

 



 多目

的グ

ラウ

ンド 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

１，４

００円 

７００

円 

２，８

００円 

  多目

的グ

ラウ

ンド 

１ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

１，６

８０円 

８４０

円 

３，３

６０円 

 

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

４，２

００円 

２，１

００円 

２８，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

５，０

４０円 

２，５

２０円 

３３，

６００

円 

 

  略    略  

 野球

場 

１ 入

場料

の類

を徴

収し 

１，２

００円 

６００

円 

２，４

００円 

  野球

場 

１ 入

場料

の類

を徴

収し 

１，４

４０円 

７２０

円 

２，８

８０円 

 

  ない

場合 

      ない

場合 

    

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

３，６

００円 

１，８

００円 

２４，

０００

円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

４，３

２０円 

２，１

６０円 

２８，

８００

円 

 

  略    略  

備考 略 備考 略 

２ 施設使用料（個人使用） ２ 施設使用料（個人使用） 

 施設名 単位 一般 高校生

以下 

  施設名 単位 一般 高校生

以下 

 

 陸上競技

場 

一人１回

につき 

２００

円 

１００

円 

  陸上競技

場 

一人１回

につき 

２４０

円 

１２０

円 

 

  略    略  

３ 附属施設使用料 ３ 附属施設使用料 

 施設名 単位 使用料   施設名 単位 使用料  



 管理棟会

議室１ 

１時間ま

でごとに 

２００円   管理棟会

議室１ 

１時間ま

でごとに 

２４０円  

 管理棟会

議室２ 

１時間ま

でごとに 

４００円   管理棟会

議室２ 

１時間ま

でごとに 

４８０円  

  略    略  

４～６ 略 ４～６ 略 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前になされた申請に係る使用料については，なお従前の例

による。 

 

 

 

（提案理由） 

呉市二河野球場ほか１８施設の使用料の額の改定をするため，この条例案を提出す

る。 


